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　２０２６年　ＪＡＦ全日本ｼﾞﾑｶｰﾅ選手権　第３戦　オールジャパンジムカーナ　ｉｎ　仙台は、

　一般社団法人日本自動車連盟（以下「JAF」という）公認のもとに、国際自動車連盟（FIA）のＦＩＡ国際モータースポーツ

　競技規則及びその付則に準拠したJAFの国内競技規則及びその細則、２０２６年日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権規定、

　２０２６年全日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権統一規則、スピードﾞ競技開催規定および本競技会特別規則に従い

　国内競技として開催される。
第２条　競技会の名称

　２０２６年　ＪＡＦ全日本ジムカーナ　選手権　第３戦　オールジャパンジムカーナ  ｉｎ　仙台
第３条　競技種目

　ジムカーナ
第４条　競技会の格式

　ＪＡＦ公認：国内競技　JAF公認NO．２０２６－６２０１
第５条　開催日程

　２０２６年４月２５日（土）～２６日（日）　　２日間
第６条　競技会開催場所

　赤門自動車テストコース　公認Ｎｏ．２０２６－Ｉ－０４０４

  仙台市青葉区作並字上日影１－１
第７条　オーガナイザー

主催：奥州ビクトリーサークルクラブ（奥州ＶＩＣＩＣ）　　代表者：畑山　忠彦

　〒989-3121　仙台市青葉区郷六字龍沢２５　　TEL：.022-226-8961　FAX：.022-226-8962

　URL　：　ｈｔｔｐs：//www.ｏｈｓｈｕ－ｖｉｃｉｃ．ｃｏｍ
第８条 大会役員

　大会名誉会長 郡　和子 （仙台市長）

　大会会長 橋本　啓一 （仙台市議会議員）
第９条 組織委員会

　組織委員長 畑山　忠彦（奥州ＶＩＣＩＣ　会　長）

　組織委員 中村　義彦（奥州VICIC　副会長）

　組織委員 吉敷　憲幸（奥州ＶＩＣＩＣ　理　事）
第１０条　競技会主要役員

　１．競技会審査委員会

　審査委員長 永井　　真 （JAF派遣）

　審査委員 恒松　雅彦 （JAF派遣）

　審査委員 小野　守平 （組織委員会任命）

　２．競技役員

　競技長 中村　義彦 副競技長 後藤　和弘

　コース委員長 吉敷　憲幸 副コース委員長 菅原　智志／岩渕　幸弘

　計時委員長 高橋　ますみ 計時副委員長 岡　義久

　技術委員長 渡辺　俊哉 技術副委員長 伊藤　正徳

　救急委員長 小野寺　政範 救急副委員長 佐藤　尚則

　パドック委員長 佐々木　博康 パドック副委員長 平山　雅美

　医師団長 伊勢屋　貴史

　事務局長 畑山　和樹 事務局次長 植松　聖史
第１１条　参加申し込みおよび参加費用

　１）申込先

　　奥州ビクトリーサークルクラブ（奥州ＶＩＣＩＣ）

　　〒989-3124 仙台市青葉区上愛子北原道上１８－１９　　　担当：畑山　忠彦　携帯：０９０－３１２９－７４１３

　　TEL.：.022-392-1058　FAX：.022-226-8962　　　E-mail：t-hatayama@joy.hi-ho.ne.jp

　２）参加受付期間　　　

　　☆２０２６年２月２４日（火）～３月２５日（水）必着

　３）提出書類

　　所定の参加申し込み用紙．車両改造申告書に必要事項を記入し、 以下の参加料を添えて期間内に申し込む事。

　　銀行振込を利用する場合は、下記の指定口座に入金後、参加申込書等を振込明細書（コピー可）を添えて期限内に

　　申し込むこと。又、複数名分を同時に入金した場合は参加申込書等も同時に送付すること。

　　銀行振込の場合は、領収書は発行しない。尚振込手数料は各自負担のこと。

　４）誓約文：参加に際し、国内競技規則４－１５で定める誓約文に競技参加者、競技運転者、サービス員が、

　　　それぞれ署名しなければならない。

　【 銀行振込先 】

　　七十七銀行（シチジュウシチ）　栗生支店（クリウ）

　　口座名　：　奥州ビクトリーサークルクラブ　事務局　　畑山　忠彦

　　口座番号　：　普通　　５０２６２５３

　５）参加料（現金書留又は銀行振込）　　　

　　　☆全日本選手権クラス　￥４０，０００－　/　名　（※サービス員１名分込み）

　　　　　パドックサイズ　２．５ｍ　×　５ｍ
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　６）その他の費用

　　　競技参加者はサービス員及びパドックに持ち込むサービスカー及び予備スペースについて、登録を必要とする。

　① サービス員追加登録料　/　１名につき（土・日）　￥２，０００－（登録人数の制限は行わない）

　② 予備スペース　/　１スペースにつき　￥３，０００－　（サイズ　２．５M×５M）

　 　③ サービスカー登録料（１ＢＯＸカーまで）　/　１台につき　￥３，０００－　（サイズ　２．５M×５M）

　　※サービスカーは出来るだけ競技車両の隣としますが登録数が駐車スペースを超えた場合は申込の内容に

　　　添えない場合があります。又、サービスカー及び予備スペース登録は各１枠までとする。

　　　但し、Ｗエントリーは、最大　4枠までとする。

　④積載車登録（無料）指定専用駐車場に駐車すること。（積載車はサービスカーとして登録出来ない）

　７）参加受理の通知

　①４月１０日までに、ホームページにて暫定参加者リストを公開します。https://www.ohshu-vicic.com/

　②４月１６日に正式参加者リストを公開し、正式受理とします。（パス等の受渡しについては、後日インフォメーションでお知らせします）

　８）再ブリーフィング料　￥３０，０００

　９）国内競技規則４－１９に伴い参加を拒否する場合は、事務手数料として,１、０００円を差引き、参加費用を返金する。
第１２条　競技のタイムスケジュール

　◆　４月２５日（土） 　◆　４月２６日（日）

　ゲートオープン ６：３０～ 　ゲートオープン      ６：００～

　公開練習受付 ７：００～８：００ 　公式受付Ｂ ６：２０～７：００

　（ブリーフィングテント） 　（ブリーフィングテント）

　公開練習慣熟歩行 ７：３０～８：２０ 　参加確認受付 ６：３０～７：１０

　公開練習ブリーフィング ８：３０～８：５０ 　（ブリーフィングテント）

　公開練習第１ヒート（ゼッケン順） ９：１０～ 　公式車両検査Ｂ/持出車両検査 ６：３０～７：３０

　公開練習慣熟歩行 第１ヒート終了後３０分間 　慣熟歩行 ７：２０～８：１０

　公開練習第２ヒート（ゼッケン順） 第１ヒート終了４０分後 　開会式/ドライバーズブリーフィング ８：２０～８：５５

　公式受付Ａ（２本走行終了後） １３：００～１５：３０ 　第１ヒート（ゼッケン順） 　 　９：１５～

　（参加確認受付・ブリーフィングテント） 　慣熟歩行 第１ヒート終了１０分後より４０分間

　公式車両検査Ａ １３：３０～１６：００ 　第２ヒート（ゼッケン順） 慣熟歩行終了１５分後より

　車両持出し申請 １４：００～１６：３０ 　閉会式/表彰式 １６：００～（予定）

　車両保管 １６：３０～翌７：００

　ゲートクローズド 17:30
　※公式受付Ａは、２ヒート目を終了した参加者より行って下さい。但し、第９条車両変更申請は、公式受付B（参加受付確認）

　　　終了までとする。

　※公式受付Ａを受けられた方は、極力公式車検Ａを受けて下さい。

　※公開練習については別途公開練習インフォメーションを参照のこと。

　※マイナンバー免許証について

　　　免許証記載内容の証明は参加者の責任において、オーガナイザーに提示できるように用意することとし、提示方法は警察庁、

　 　警視庁（各県警）等から発表された方法といたします。（マイナポータル・アプリ等）

     参考：https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/r4kaisei_main.html
第１３条　慣熟歩行

　　慣熟歩行は、原則歩行にて行う。
第１４条　競技の参加台数・クラス区分

　　☆参加受理台数は原則として１５０台とする。

　　　２０２６年日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権規定第１２条の通り
第１５条　計時及び順位の決定

　計測は、自動計測機器を使用し１／１０００秒まで計測し、その計測結果を成績とする。

　万一自動計測機器の故障が発生した場合に限り順位の決定は、別個の独立した自動計測機器のタイムを成績とする。

　原則として競技は２ヒートで行う。２ヒートの内良好なヒートのタイムを採用し最終の順位とする。
第１６条　賞典および賞典の制限

　１）全クラス　１位～３位　JAF盾・賞金・副賞

　２）全クラス　４位～６位　オーガナイザー楯・賞金・副賞

　☆但し、参加台数により賞典を制限する場合がある。参加台数の５０％（少数点以下四捨五入）の範囲で最大６位まで。

　☆最終の賞典については、公式通知にて発表とする。
第１７条　遵守事項

　１）すべての参加者は明朗かつ公正に行動し、暴言を慎み、スポーツマンシップに則てマナーを保たねばならない。

　２）競技中または競技に関する業務に就いているときには、薬品等によって精神状態を繕ったり、飲酒してはならない。

　３）オーガナイザーや大会後援者・競技役員・競技会審査委員会の名誉を傷つけるような言動をしてはならない。
第１８条　損害の補償

　１）参加者・競技運転者は参加車両及び付属品の損害、盗難、紛失等の被害および会場の施設、器物を破損させた

　　　場合の補償など、理由の如何に関わらず各自が責任を負わなければならない。

　２）参加者・競技運転者・サービス員（ヘルパー含む）ゲスト等は、ＪＡＦ及びオーガナイザーの大会役員、競技役員

　　　一切の損害補償の責任を免除されることを了承しなければならない。すなわち大会役員、競技役員がその役務に

　　　最善を尽くすことは勿論であるが、その役務遂行に起因する物であっても、参加者、競技運転者、サービス員、ヘルパー

　　　ゲスト、観客大会関係者等の死亡、負傷、車両の損害に対しての一切の損害賠償を負わない物とする。

大会組織委員会


